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(2026年 1月 19日) 

SDPFサービス（クラウド/サーバー） サービスレベル合意書 
 

1 目的 

1.1 当社が提供する Smart Data Platformサービス利用規約の別冊に定める Smart Data Platformサービス(クラ

ウド/サーバー)（以下、「本サービス」といいます）のサービスレベル（以下、「サービスレベル」といいます）お

よびサービスレベルを満たさなかった場合の返金制度について、Smart Data Platformサービス(クラウド/サ

ーバー)サービスレベル合意書（以下、「本合意書」といいます）を定めます。本合意書の条件は、変更される

ことがあります。 

1.2 本合意書で用いられる用語のうち、本合意書に定めがないものについては、Smart Data Platform サービス

利用規約共通編及び別冊(クラウド/サーバー)（以下、「利用規約」といいます）によるものとします。 

 

2 定義 

月間利用可能率： 以下の数式により求められる率 

⚫ 月間利用可能率（％） = （月の総利用可能時間（分）－月の累積故障時間（分））÷月の総利用可能時間（分）

×100 

⚫ 月の総利用可能時間（分）＝月 720時間（暦月の実際の日数は考慮しない） 

⚫ 月の累積故障時間（分）＝各暦月における故障時間から 4 項に定める条件に該当する故障時間を差し引い

た時間 

利用料金： 3.1.3項に定義する本サービスの各メニューに対して契約者が支払う時間料金および月額上限料金 

返金額： サービスレベルに達しない場合に当社が契約者に支払う金額 

エンドユーザー： 契約者から本サービスの利用を許可された個人または法人 

メンテナンス： スケジュールメンテナンスおよび緊急メンテナンス 

スケジュールメンテナンス： 別に特段の定めがない限り、週１回以下、各データセンターの現地時間午後 10 時から

翌日 6時に実施されるメンテナンスまたは当社が契約者に 4週間前までに通知の上で実施するメンテナ

ンス 

緊急メンテナンス： 本サービス提供に必要なネットワークまたは設備に対するメンテナンスまたは修復作業（当社

は可能な限り契約者への通知を行う） 

故障： １つまたは１つ以上の監視モニターで本サービスの故障が確認されること 

監視モニター： 本サービスを監視・計測するために当社が利用する監視用のハードウェアおよびソフトウェア 

 

3 サービスレベル：設備およびネットワークの可用性 

3.1 サービスレベルの内容 

3.1.1 当社は各暦月において、月間利用可能率が 99.99%を下回らないようにするための商業的かつ合理的

な努力を行うものとします。月間利用可能率が 99.99％を下回った場合、契約者は 3.3 項の定めに従い

返金を受けることができます。 

3.1.2 本サービスは、本サービスに含まれる各メニューが利用可能であり、かつ監視モニターにおいて正常

に稼働していることが確認できる場合には、利用可能な状態とみなされます。 
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3.1.3 サービスレベルを適用する本サービスの各メニューは以下の通りです。 

サブカテゴリー メニュー 個別条件等 

ハイパーバイザー 

  

  

vSphere  vSphereが動作するベアメタルサーバー故障時のみ対象と

なります。 

Hyper-V Hyper-Vが動作するベアメタルサーバー故障時のみ対象と

なります。 

仮想サーバー 

  

  

サーバー 

インスタンス 

コンピュート サーバーインスタンスメニューの SLAにつきまして、下記の

場合は故障時間に含めません。 

・HA機能の動作による復旧時間。 

・お客さまにて HA機能をオフにしたため、HA機能の動作に

よる復旧ができなかった場合 

・サーバーインスタンスにインストールされた OS又はソフト

ウェアの故障又は障害 

・コンピューターリソース（CPU、メモリー、ディスク）の処理能

力の低下 

・リソース作成の失敗 

ボリューム 

イメージ管理 イメージ管理の SLAにつきまして、下記の場合は故障時間

に含めません。 

・イメージ登録やダウンロードの失敗 

物理サーバー ベアメタルサーバー   

ストレージ 

  

  

ブロックストレージ マルチパス設定がされている場合のみ対象となります。 

ファイルストレージ   

Wasabiオブジェクトストレージ Wasabiオブジェクトストレージに係る SLAは、Wasabi社が定

めているWasabi SLA 

Agreement(https://wasabi.com/legal/sla/)に準拠します。 

Wasabi社が提供する APIのみを対象とし、以下は SLA対象

外とします。 

・SDPFのポータル、SDPFの API 

・Wasabi Management Console 

プラットフォームサービス IaaS Powered by VMware  

パートナークラウド 

  

Hybrid Cloud with Microsoft Azure Azureのご利用に関する SLAは、Azureが定めている SLA

に準拠します。なお、Azureの SLAについては以下のWeb

サイトを確認ください。 

Licensing Documents (microsoft.com) 

Hybrid Cloud with GCP 当社で指定する SLA規約で指定される手続きに従って、

Googleの規定に従う基準の SLAを提供いたします。 

Hybrid Cloud with AWS 本メニューの SLA は、Amazon 社が規定する AWSのご利

用に関する SLA に準拠します。詳細については、サービス 

レベル アグリーメントを参照ください。 

構築/開発ツール WebRTC Platform SkyWay WebRTCプロトコルの通信用の Signaling, TURN, SFUのサ

ーバーAPIのみが対象です。SDK、ダッシュボード、及びダッ

シュボード相当機能を提供する APIは対象外です。また、無

償版も対象外です。 

3.1.4 ハイパーバイザーにおける Hyper-V、物理サーバーにおけるベアメタルサーバ― (以下、「ベアメタル

サーバー等」といいます。)の SLA は、可用性ではなく、故障パーツの交換プロセスに関する SLA を提

供し、SLAの考え方や返金率が他のメニューとは異なります。 

SLA 対象パーツは、故障対応において非活性交換を行うパーツとなります。活性交換を行うパーツは

含まれません。(ベアメタルサーバー等メニューのフレーバーにより異なります。活性交換/非活性交換

の範囲はサービス説明書を参照ください。) 

<ベアメタルサーバー等のパーツ一覧> 

筐体電源両系故障（Chassis Power Supply） 

CPU故障（CPU Status） 

メモリ故障（Memory Status） 

RAIDコントローラー、NIC、ディスク故障（Other Statuses） 

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Service-Level-Agreements-SLA-for-Online-Services?lang=1
https://aws.amazon.com/jp/legal/service-level-agreements/
https://aws.amazon.com/jp/legal/service-level-agreements/
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筐体電源片系故障（Power Supply Status） 

ファン故障（Fan Status） 

 

 

3.2 サービスレベル測定方法 

3.2.1 故障時間と利用可能時間は協定世界時を基準として、当社の定める方法に基づき計測されます。 

3.2.2 故障時間は当社が故障を記録しはじめた時点から、当社がサービスが回復したと記録した時点までと

します。 

3.2.3 ベアメタルサーバー等の場合は、故障検知時刻から最短パーツ交換作業候補時刻までの期間を SLA

返金確定対象期間とします。 

なお、「最短パーツ交換作業候補時刻」とは、パーツ交換作業に着手する最短の候補日時を言います。 

 

3.3 返金 

3.3.1 サービスレベルは、契約者が本サービスに関する料金の支払を滞納していない場合に適用されます。

当社がサービスレベルを満たせなかった場合、契約者は本合意書 3.3 項に基づき返金請求を行うこと

ができます。 

3.3.2 契約者は故障日から起算して 30 日以内に、当社指定の書式により、当社へ返金請求を行います。契

約者はサービスレベルのどの項目が満たされなかったのかを当社指定の方法により報告する義務が

あります。30日以内に前述の報告がなかった場合は、契約者は当社に対して返金請求をする権利を放

棄したものとします。 

3.3.3 当社は返金請求を受けた場合、調査を実施し契約者へ回答をします。当社が故障を認めた時は、故障

を認めた日の翌々月以降に契約者への返金を行います。 

3.3.4 当社は故障が確認されたデータセンター毎に、次項より返金額を算出します。 

3.3.5 各データセンターにかかる返金額は、各データセンターについて故障月に当社が故障を認めた各メニ

ューの故障月に発生した利用料金の総和に、下記の返金率一覧に記載の料率を乗じた額とします。但

し、各データセンターに係る返金額は、当該データセンターについて故障発生月の利用料金の 100％を

超えないものとします。 

3.3.5.1 返金率一覧（3.3.5.2以降に追加される個別の対象メニユーを除く） 

月の累積故障時間 月間利用可能率 故障月の利用料金に対する返金額の料率 

4分 19秒以下 99.99％以上 0% 

4分 19秒超 86分 24秒以下 99.99%未満 99.80%以上 1% 

86分 24秒超 432分以下 99.80%未満 99.00%以上 3% 

432分超 864分以下 99.00%未満 98.00%以上 10% 

864分超 98.00%未満 100% 

3.3.5.2 返金率一覧（ベアメタルサーバ―等に係るもの） 

SLA返金額確定対象期間 故障月の利用料金に対する返金額の料率 

故障発生当日/翌日  N/A 

2日 20% 

3日 40% 

4日 60% 

5日 80% 

6日 100% 

※上記返金率一覧の定めに関わらず、パーツ交換作業予定時刻に、当社都合によりパーツ交換作業が開始

できなかった場合、返金率は 100％となります。パーツ交換作業予定時刻とは、契約者と当社が合意したパー

ツ交換作業開始日時をいいます。 

 

4 免責事項 

4.1 本合意書の他の条項または利用規約に関わらず、本サービスについては以下の条件が適用されます。 

この場合において契約者は、以下の理由に起因する故障については本合意書に基づく返金を受けることは

できません。 

4.1.1 不可抗力の事態。不可効力には、天災地変、政府または政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、火

災、嵐、洪水、地震、パンデミック、エピデミック、戦争（宣戦布告の有無を問わない）、反乱、革命、暴動、
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下請業者からの供給の遅延または不履行、ストライキ、ロックアウトを含むものとするが、これらに限定

されないものとします。 

4.1.2 契約者またはエンドユーザーの行為、違法行為、または不作為による場合 

4.1.3 第三者の責、不履行による場合 

4.1.4 スケジュールメンテナンスの場合 

4.1.5 契約者またはエンドユーザーの設備の故障による場合 

4.1.6 契約者が当社の指示に従わなかった場合 

4.1.7 契約者が当社の設備に対し許可されてない変更を行った場合 

4.1.8 3.1.3項の表の対象外に記載されている場合 

4.2 以下の場合は、故障時間に含まれません。 

4.2.1 当社から事前に通知のあったメンテナンス（緊急メンテナンスを含む） 

4.2.2 冗長化構成の機器の自動切り替えが成功し、本サービスが通常通り使用できた場合 

4.2.3 本サービスに係るカスタマポータル（当社のカスタマポータル規約に基づき提供するものを含みます）

に不具合がある場合 




